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事実の概要

　Ｘは、平成 18 年 6 月、Ｙ株式会社の常勤監査
役に就任した。当時はＸのほかもう 1名が非常勤
監査役に選任されており、Ｙ社の監査役は 2名
体制であった。
　Ｙ社の定款には、監査役の報酬は株主総会決議
で定める旨の規定があり、その報酬額は月額 70
万円以内と定められていたところ、平成 21 年の
臨時株主総会で月額 100 万円以内とする決議が
された（本件報酬決議）。個人別の監査役の報酬額
は、2名の監査役の協議により年度ごとに決定し
ており、各報酬額を記載した報酬協議書を提出し、
それに従い平成 26 年 6 月分からはＸに 65 万円、
非常勤監査役に25万円の報酬が支払われていた。
平成27年 5月以降は非常勤監査役は選任されず、
Ｙ社の監査役はＸ 1 名となった。同年 6月、Ｘは
個人の報酬額を前年度と同様の月額 65 万円と定
めた。平成 28 年 6 月、Ｘは、自己の報酬額を月
額 100 万円と決定した（本件増額決定）。しかし、
Ｙ社からは、前年度同様の月額 65 万円が支給さ
れたのみであった。その後、平成 29 年 5 月の定
時株主総会で、Ｘは監査役から解任された。
　そこで、ＸはＹ社に対し、①平成 28 年 6 月分
から平成 29 年 5 月分までの未払報酬額 420 万円
（35 万円× 12 か月分）の支払い、②正当な理由な
く監査役を解任されたことによる報酬・退職慰労
金等相当額の損害賠償（会社法 339 条 2 項）を請
求した。

判決の要旨

　１　本件報酬決議について
　「会社法 387 条 2 項は、2人以上の監査役がい
るときに、定款又は株主総会で報酬総額を定めた
場合は、その範囲内で監査役の協議によって個々
の監査役への配分を定めることを規定しているも
のの、監査役が 1人しかいない場合の報酬決定の
あり方については、特段の規定をしていない。し
かし、会社法 387 条は、監査役の独立性を保障
する趣旨の規定であると解されるところ、監査役
が 1人しかおらず、かつ、定款又は株主総会に
おいて同人の報酬額そのものではなくその最高限
度額が定められている場合に、その範囲内で当該
監査役が自己の報酬額を決めたとしても、上記規
定の趣旨に反するところはなく、また、報酬額の
上限が画されている以上は株主の利益を害するこ
ともないといえることから、同条 2項に準じた
報酬の決定方法として許容されるものというのが
相当である。」

　２　本件増額決定について
　「監査役が株主総会決議の定める最高限度の範
囲内で自己の報酬額を決定するときは、その額を
報酬額とする期間を定め、又は、付款を付するこ
とができると解されるところ、かかる決定をした
ときは、会社と監査役間の報酬の特約の内容とな
り、同内容は両者を拘束することになるというべ
きである。そうすると、監査役が在任期間中は全
てその報酬額によるとの決定をしたときに、監査
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役が任期途中に報酬を増額しようとする場合には
会社の同意が必要であると解せられる一方、監査
役が一定期間に限定して報酬額の決定をしたとき
は、一定期間経過後において、会社の同意なく、
株主総会の定めた最高限度の範囲内で報酬増額決
定を行うことができるものと解せられる。
　これを本件についてみるに……、Ｘは、非常勤
監査役との連名で、平成 19 年度から平成 26 年
度までの間、毎年度ごと、Ｙ社に対し、監査役間
で協議を行って監査役報酬額を決定したこと及び
その各報酬額を記載した報酬協議書を提出してい
たことが認められるものである。……上記各報酬
協議書の提出に対して、Ｙ社が何らかの異議を申
し述べたような事情は認められない。以上によれ
ば、Ｙ社においては、毎年度ごとに監査役報酬の
決定を行うことが慣行化していたものというべき
であり、上記期間の監査役による各報酬決定は、
次年度の報酬決定までの 1年間に限定して報酬
額を定めたものとみるのが相当である。」
　「したがって、平成 27 年報酬決定についても、
従前までの各報酬決定と同様に、次年度の報酬決
定までの 1年間に限定して報酬額を定めたもの
というべきである。
　以上によれば、平成 27 年報酬決定は、1年間
に限定して報酬額を決定したものであることか
ら、Ｘにおいては、次年度である平成 28 年度の
報酬額につき、会社の同意なく、株主総会の定め
た最高限度額 100 万円の範囲内で報酬増額決定
を行うことができる。」

　３　Ｘの善管注意義務違反について
　「取締役の報酬規制を定めた会社法 361 条は、
お手盛りの防止を目的とするものであり、株主総
会から個人別の報酬決定の一任決議を受けた取締
役会において、かかる報酬規制の趣旨に反する報
酬決定を行った場合等には善管注意義務違反を認
め得ると解されるところである。これに対し、監
査役の報酬規制を定めた会社法 387 条は、監査
役の取締役からの独立性を確保することを目的と
するものであって、監査役において、株主総会が
定めた最高限度額の範囲内で報酬額を決定する限
り、上記報酬規制の趣旨を害するような事態が生
ずることは通常想定し難く、基本的には善管注意
義務に反するところはないと考えられるものであ
る。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、複数名の監査役が選任されている時
期に株主総会決議で監査役報酬の最高限度額が定
められ、その後監査役が 1名のみになった会社
において、①その監査役 1名で報酬額を決定で
きること、②監査役の任期途中で報酬を増額でき
ること、③その監査役が自らの報酬を上記の最高
限度額とする旨の増額決定をしたことについて善
管注意義務違反があるとはいえないとしたもので
ある１）。本判決の特徴は、監査役の独立性の保障
という監査役の報酬規制の制度趣旨を強調して結
論を導き出している点にある。監査役の報酬に関
する上記の諸論点についての判断を示した裁判例
は見当たらない。そのため、本判決はきわめて重
要な意義を有すると考えられる。
　なお、監査役会設置会社では監査役は 3名以
上必要であるため（会社法 335 条 3項）、本件のよ
うな事態は起こりえない。したがって、本判決の
判旨は、監査役会非設置の監査役設置会社におい
てのみ妥当する。

　二　1 名の監査役による報酬額決定の可否
　監査役の報酬は、定款または株主総会決議で定
められる（会社法 387 条 1項）。その趣旨は、監査
役の取締役からの独立性を確保することにあり２）、
いわゆるお手盛り防止にその制度趣旨のある取締
役の報酬の場合（会社法 361 条）とは異なる。2
名以上の監査役が選任されている場合、その額は
個別に定められるのが原則であるが、わが国では
個人の報酬を公開することをきらって総枠だけを
決める慣行があるため、定款または株主総会決
議では監査役報酬の最高限度額を定め、個別の
報酬はその範囲内で監査役の協議によって定め
るという決め方も許容されている（会社法 387 条
2 項）３）。
　Ｙ社では、2名の監査役が選任されている時期
に、会社法 387 条 2 項に基づき株主総会決議で
報酬の最高限度額が定められ、毎年度ごとに監査
役間の協議で個別の報酬額が決められていた。平
成 27 年 5 月以降は非常勤監査役が選任されず、
監査役はＸ 1 名となったが、そのような場合にも
最高限度額の範囲内でＸが1人で報酬額を決定で
きるかが問題となった。この点については会社法
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に明文の規定がないところ、判決の要旨１は、監
査役の独立性の保障という会社法 387 条の趣旨
に反しないこと、および報酬額の上限が画されて
いるため株主の利益を害することもないことを理
由に、387 条 2項に準じた報酬の決定方法として
許容されると判示した。従来から学説において主
張されていた考え方に従った判断であると評価で
きる４）。しかし、この学説は監査役が当初から 1
名であったケースを想定して主張されたものと考
えられ、本件のように複数名の監査役の存在を前
提として報酬の総枠が定められた後に監査役が 1
名となるケースは、法も学説も想定しなかった状
況とも考えられる。もっとも、387 条 2項の「監
査役の協議」は「監査役全員の一致」の意味であ
ると解されていることから５）、いずれの場合にお
いても、監査役 1名によりその総枠内で報酬額
を決定できると解することができよう。

　三　任期途中の報酬増額の可否
　本件では、Ｘは監査役の任期の途中に判決の要
旨１で決定した報酬を増額することができるかも
問題となっている。監査役の報酬請求権は、会社
と監査役間の任用契約に基づくものであるため、
その変更の可否についても、契約法の観点から考
察されるべきである６）。判決の要旨２は、まず、「監
査役が株主総会決議の定める最高限度の範囲内で
自己の報酬額を決定するときは、その額を報酬額
とする期間を定め」ている場合には、「会社と監
査役間の報酬の特約の内容となり、同内容は両者
を拘束することになる」としたうえで、「監査役
が任期途中に報酬を増額しようとする場合には会
社の同意が必要である」とする。これは、取締役
の報酬の減額に関して、「株式会社において、定
款又は株主総会の決議（株主総会において取締役
報酬の総額を定め、取締役会において各取締役に
対する配分を決議した場合を含む。）によって取
締役の報酬額が具体的に定められた場合には、そ
の報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、
契約当事者である会社と取締役の双方を拘束する
から、その後株主総会が当該取締役の報酬につき
これを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当
該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請
求権を失うものではない」と判示する最判平 4・
12・18（民集 46 巻 9号 3006 頁）と整合的である。
　続けて判決の要旨２は「監査役が一定期間に限

定して報酬額の決定をしたときは、一定期間経過
後において、会社の同意なく、株主総会の定めた
最高限度の範囲内で報酬増額決定を行うことがで
きる」とする７）。Ｙ社監査役の報酬額は、従前よ
り期間を明示的に定めて決定されてはいない。役
員の報酬請求権の内容は、期間が定められなかっ
た場合はその任用契約の期間の報酬額を定めたも
のと解すべきであるとされているが８）、本判決は、
平成 27 年より前は年度ごとに監査役報酬を決定
していたというＹ社の慣行に鑑みて契約解釈を行
い、平成 27 年報酬決定も次年度の報酬決定まで
の期間に限定して報酬額を定めたものであるとし
た。したがって、同期間経過後の平成 28 年度の
報酬額を平成 27 年度の報酬額から変更すること
についてのＹ社の同意は不要となるため、Ｘが増
額決定できると結論づけている。
　この場合に要求される会社の同意とは、業務執
行の決定機関である取締役会、あるいは会社の代
表者である代表取締役の同意であると考えられ
る。監査役が定めた一定期間経過後の報酬額の変
更についても会社の同意が必要と解すると、その
後の任期中はずっと監査役報酬の決定について取
締役会等が関与することになり、監査役の取締役
からの独立性を報酬の決定の面から保障しようと
する会社法 387 条の趣旨にも反することにもな
りかねず、このような解釈は妥当ではない。
　そして本件は、監査役の報酬についてその相当
性にまで踏み込んで審査すべき事案であったよう
にも思われる。伝統的な考え方は、取締役の報酬
に関してではあるが、株主総会で報酬総額が定め
られればその範囲内での個々の報酬額の相当性に
ついては審査しないとするものであった。しか
し、後掲平成 30 年東京高判のように、これに再
考を促すとも評価される事件が現れている９）。本
件でも、例えば①Ｘが監査役に就任した平成 18
年のＸの報酬額が 55 万円で、本件増額決定より
前はわずかな額の増額にとどまっていた（その結
果、Ｘの報酬額は最高でも 65 万円であった）ことや、
②平成 18 年から平成 27 年報酬決定に至るまで
株主総会の決定した監査役報酬の最高限度額の全
額を配分していなかったことをＹ社の報酬決定の
慣行と評価することもできる。本判決は、伝統的
な考え方に従い、報酬額の相当性については触れ
ずに、Ｙ社の監査役報酬決定の慣行として、1年
ごとに報酬額決定の監査役協議を行っていたとい



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 商法 No.159

う決定過程の点のみを取り上げている。しかし、
決定内容の点、すなわち上記①②の点も考慮に入
れてＹ社の慣行を評価することもできたのではな
いだろうか。その結果、Ｘは増額決定はできるが
その額の相当性を問題にするという検討の方法も
ありえたのではないだろうか。

　四　Ｘの善管注意義務違反
　判決の要旨３は、監査役の報酬決定についての
善管注意義務違反の有無が争点となっている。ま
ず、取締役の報酬につき、「株主総会から個人別
の報酬決定の一任決議を受けた取締役会におい
て、かかる報酬規制の趣旨に反する報酬決定を
行った場合等には善管注意義務違反を認め得る」
とする。これは、取締役の報酬総額の範囲内にお
ける報酬の具体的配分についての取締役の善管注
意義務の有無に関する公刊物登載初裁判例とさ
れる 10）東京高判平 30・9・26（金判 1556 号 59 頁。
以下、「平成 30 年東京高判」とする）を踏まえての
判示であると考えられる。そのうえで、監査役の
報酬決定を取締役の報酬決定の場合と比較し、基
本的には善管注意義務違反に問われることはない
とするが、その理由を報酬規制の目的の違いに求
めている。すなわち、取締役の報酬規制の目的が
お手盛り防止にあるのに対し、監査役の報酬規制
の目的は監査役の取締役からの独立性の確保にあ
るため、その趣旨を害するような事態が生ずるこ
とは通常想定し難いことを理由とする。株主総会
決議で報酬の最高限度額が定められているのであ
るから、その額が維持されている限りは、監査役
が 1名であろうが複数名であろうが取締役から
の独立性が侵されることはないという点で、判旨
は妥当であると考えられる。
　役員報酬の総額が定款または株主総会決議で定
められている場合、その総額の配分にあたり、個々
の役員の職務と報酬額が釣り合っているかについ
ては、取締役の場合は取締役会が判断すべき業務
執行の問題とされている 11）。これに対し、監査
役の報酬の配分については、監査役の職務の執行
の問題となろう。会社法は「業務」と「職務」の
語を使い分けており、後者はより広い概念とされ
ているが 12）、監査役の報酬の配分に業務執行性
があるとは考え難い。そのため、取締役の善管注
意義務について判断した平成 30 年東京高判の判
示が、本件のような監査役の場合にもどれほど妥

当するのかは、この観点からも今後検討する必要
があろう。
　また、Ｙ社は、Ｘの善管注意義務違反を主張す
るにあたり、本件増額決定が株主の合理的意思に
反することや、その判断過程や判断内容が不合理
であることなども指摘しているが、これらは平成
30 年東京高判を踏まえたものと考えられる。本
判決はいずれも否定したが 13）、その内容を取締
役に関する平成 30 年東京高判と比較し、取締役
の場合と監査役の場合でなぜどのように異なるの
かについても、今後より慎重に検討する必要があ
るように思われる。
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